
鳥 取 県

第２期計画（令和８～17年度）策定に向けた方針について

鳥取県インフラ⾧寿命化計画（行動計画）
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鳥取県インフラ⾧寿命化計画（行動計画）平成28～令和７年度の概要
「鳥取県インフラ⾧寿命化計画(行動計画)」は、国民生活やあらゆる社会経済活動を支えるインフ
ラの戦略的な維持管理・更新等の方向性を示す国の「インフラ⾧寿命化基本計画」に基づき、県が
管理する土木インフラの維持管理・更新等について、県の特性を踏まえた基本的な方針と具体策を
定めるものであり、個別施設別に策定する「⾧寿命化計画」の理念と方向性を示すための計画です。
【計画期間:平成28～令和７年度(10年間)】平成28年3月策定、令和3年3月中間改訂
老朽化対策が総合的かつ計画的に進められるよう、鳥取県国土強靱化地域計画においても、この
計画に基づいた老朽化対策を行い、持続可能な社会基盤の構築を図ることとしています。
１ 対象施設
鳥取県が管理する下記の土木インフラ施設を本計画の対象とする。

土木インフラ
（社会基盤） 下水道、都市公園、交通信号機（制御器）

道路、港湾、空港、漁港、農業、林道、情報通信、工業用水道、発電

河川管理、海岸保全、治山・砂防関係

産業基盤施設
生活基盤施設
県土保全施設

２ 計画の概要
本計画では、土木インフラの維持管理費や修繕・更新等に係る費用の縮減と平準化を目的として、計画的かつ適切な維持管理を実現するため、⾧寿命化対策

における基本方針を定める。また、基本方針実現のため、3本の柱として取組むべき対策を明確化し、この対策への具体的な対応として7つの施策を展開する。
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施策の詳細具体的施策
•土木インフラの機能を適切に維持するため、指針等に基づき点検頻度を設定のうえ定期的に点検・診断を実施することで、
劣化や損傷などの現況を把握。

•点検・診断結果および修繕履歴等の情報を蓄積し、次回点検・診断の効率化・省力化や対策を講じる優先度の検討等に活用。
•メンテナンスサイクル（PDCA）を構築し、土木インフラの適切な現状把握に努めるとともに、それを踏まえた優先順位に
応じて適切な対策を講じる。

点検・診断等の実施1

•構築したメンテナンスサイクルの実施により得られた結果に沿って、適切な維持管理・修繕・更新を実施することにより、
土木インフラの機能保全を図るとともに、あわせて耐震化等の機能強化を実施。

•施設の修繕・更新時に、ユニバーサルデザインに配慮した設計に努める。

維持管理･修繕･更新･耐震化等機能強
化の実施
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•予防保全の考えに基づく維持管理により、維持管理コストの縮減および老朽化に起因する重大事故の抑止を図る。
※予防保全:致命的な損傷が起きてから対症療法的に修理・修繕・更新等を行う事後保全ではなく、不具合が軽微なうち

に予防的なメンテナンスを繰り返し、インフラの健康寿命を延ばす考え方・手法。
•土木インフラによっては、予防保全に基づく維持管理に適さないものもあるため、個別施設の機能や特性、社会的な影響を
考慮した上で、「予防保全」,「時間計画保全(耐用年数更新)」,「事後保全」といった維持管理手法を選択・実施する。

維持管理コストの縮減・平準化3

•土木インフラの個別施設毎の⾧寿命化計画を策定し、共有化を図りながら、全体に必要とする維持管理費用の平準化を図る。個別施設毎の⾧寿命化計画の策定4
•土木インフラの更新時期にあわせ、その時点の社会情勢や利用状況、代替機能の有無等を勘案し、施設の統廃合を適宜検討。統廃合の検討5
•ロボット技術を活用した、土木インフラの効率的な維持管理を推進。
•ドローン等を用いた３次元データ等や国交省の「NETIS(新技術情報提供システム)」を活用し、維持管理の効率化やコスト
縮減を図る。

•DX（デジタルトランスフォーメーション）の流れを踏まえ、先端技術やIoT（様々のモノをインターネットに接続し、相互
に情報交換や制御を行う技術）ネットワーク、タブレット等の活用による維持管理の効率化を推進。

• PPP/PFI手法（民間の資金・技術的能力を活用し、公共施設の建設や維持管理、運営等を実施）の導入を適宜検討。

新技術等の導入6

【県庁内の体制】
•部局横断型組織により維持管理や更新等の情報を部局横断的に共有化し、土木インフラの⾧寿命化対策を推進。
•庁内の管理体制、国や市町村との連携、利用者である県民の理解と協働、人材の育成と確保等、各分野における施策を部局
横断的にとりまとめ、土木インフラのマネジメント体制を構築。

•維持管理を担う職員を対象として、定期的な研修や講習会を継続して開催し、技術力の確保や技能向上を図る。
【国や市町村等との連携】
•土木インフラの維持管理・更新等に関する取組状況について、国や市町村等と連携した広域での情報共有に努める。
•市町村等に県の取組や国の補助制度等に関する情報提供を行うとともに、国とも連携した広域的な支援を実施。
【産学官との連携体制】
•土木インフラの劣化診断技術の研究開発等、⾧寿命化対策につながる共同研究を産学官で連携して実施。

総合的・計画的な管理のための体制の
構築
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３ ７つの具体的施策の詳細

3

鳥取県インフラ⾧寿命化計画（行動計画）平成28～令和７年度の概要



具体的な施策の強化・見直し〔方向性〕
◆ ７つの具体的な施策の強化・見直しに向けて
第1期計画の7つの施策に関する10年間の取組の振り返りの結果や明らかになった成果・課題、国の新たな政策動向等を踏まえ、以下の方向性のもと、
内容を強化・見直します。

1. 
点検・診断等の実施

 点検・修繕履歴データの蓄積・利活用が不十分。
 技術者の高齢化に伴い、点検診断を行う十分な技術力を
備えた技術者が今後減少。

取組の振り返りから見える課題

 データベースの構築推進:点検・診断、修繕履歴等を一元管理し、次
回点検・診断に活用していくデータベースを構築。

 技術者の育成:鳥取大学等と連携し、点検・診断・補修を担う技術者
を養成するための地域資格制度創設を支援。

施策の強化・見直しの方向性

2.
維持管理･修繕･更新･耐震化等
機能強化の実施

 蓄積した点検・修繕履歴データ等を活用し、それらを踏
まえた優先順位に応じて適切に対策を実施していく必要
がある。

 災害の激甚化等に対応する機能強化が必要。

 データベースと連携した対策の実施:データベースと連携し、客観的
な根拠に基づく修繕・更新を実施。

 災害激甚化等に対応する機能強化:施設の社会的価値を考慮しつつ、
国土強靱化予算等を活用しながら機能強化を実施。

3.
維持管理コストの縮減・平準化

 埼玉県八潮市における道路陥没事故など、施設の老朽化
等に起因する重大事故を抑止するためにも、予防保全を
より積極的に推進する必要がある。

 予防保全型メンテナンスのより積極的な推進:蓄積したデータを活用
し、平準化を意識しながら予防保全型メンテナンスを推進し、維持管
理コストを縮減。

4.
個別施設毎の⾧寿命化計画の更新

 個別⾧寿命化計画を適宜更新を行うとともに、引き続き
内容の共有化を図り、全体に必要とする維持管理費用の
平準化を図る。

 機能維持のみならず、機能強化も推進する必要がある。

 策定済み⾧寿命化計画の更新:施設の点検結果や利用状況の変化、社
会情勢等を考慮し、機能強化も含めた個別計画の更新を行う。

5.
統廃合の検討

 人口減少や地域の将来像に対応したインフラストックの
適性化について、国で議論※が進められており、引き続
き注視が必要。
※「次期の社会資本整備重点計画(R8～)」の策定に向けた議論

 引き続き、更新時期に合わせて、その時点での社会情勢や施設の利用
状況を等を踏まえながら、統廃合を適宜検討。

6.
新技術等の導入

 新技術を活用した維持管理の効率化に取り組んでいるが、
県内事業者への新技術導入・定着を促進する必要がある。

 技術実証フィールドの活用:鳥取大学の「建設技術実証フィールド」
を拠点に、産学官で連携し新技術の検証と導入を促進。

7.
総合的・計画的な管理のための
体制の構築

 技術系公務人材の不足が加速しており、技術職員の育成
や地域リソースの確保が必要となっている。

 担い手確保・育成の推進:産学官連携の協議体等の活動を通じた、若
手技術者の人材確保・育成や処遇改善の取組を強化。

 住民参画による維持管理:住民参画によるインフラ管理体制を整備
(一般住民等による施設異常箇所の通報:セミエキスパート,＃9910)

 市町村との協働事業化:インフラ維持管理における県と市町村の協働
事業化を促進。
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次期計画の策定に向けた課題の整理

土木インフラ
（社会基盤）

● 土木インフラの役割
土木インフラは、県民の安全・安心な暮らしと豊かな社会経済活動を支える

重要な社会基盤です。その価値を最大化し、健全な状態で次世代へ継承してい
くため、計画的な予防保全と戦略的な更新が求められます。
また、激甚化・頻発化する自然災害から県民の生命と暮らしを守るため、機

能強化を含む土木インフラの維持による「国土強靱化」も重要となっています。

下水道、都市公園、交通安全

道路、港湾、空港、漁港、農業、林道、
情報通信、工業用水道、発電

老朽化の進行
・高度経済成⾧期に集中的に整備された多くの施設の老朽化が進行しており、放置すれば重大事故につながりかねない状況にあります。
・老朽化施設の大規模修繕や更新は財政を圧迫し、その対応の遅れは「安全・安心」というインフラの信頼を損ねるとともに、
次世代への大きな負の遺産となる危険をはらんでいます。

財政的な制約
・高齢化による社会保障関係費の増加に伴い、県予算における公共事業費の増加は見込めない状況です。このため、土木インフラには、
⾧寿命化対策による維持管理費や更新費等のトータルコスト縮減や平準化が求められています。

・一方で、第１次国土強靱化実施中期計画（R7.6月閣議決定）において土木インフラの老朽化対策やライフラインの機能強化は
「推進が特に必要な施策」に位置付けられており、重点措置が見込まれる国予算を戦略的に活用することが重要となっています。

自然災害の脅威
・本県では、中・西部において大規模地震が発生しているほか、令和５年台風７号豪雨では全国１位の公共土木施設被害が発生しており、自然
災害の激甚化がインフラ老朽化による「耐力低下」と重なることに伴い、被害の拡大が懸念されます。

・このため、予防保全型メンテナンスにより「耐力低下」を防止するだけでなく、激甚化する災害に対する機能強化も必要となっています。

担い手の不足
・土木インフラの維持管理を担う職員や建設業の担い手は減少傾向にあり、土木インフラの安全性を維持することが困難になる恐れがあります。
・近年、技術系公務人材の減少が顕著になっており、特に市町村では大きな課題となっています。

⾧寿命化対策の必要性
インフラ機能の維持・確保の最適化

国土強靱化・地方創生の推進

・土木インフラには、機能不全や重大事故による社会経済活動の停滞を招かないよう、機能の持続的な発揮が求められています。
・本県では、老朽化等の諸課題に対して、引き続き戦略的な⾧寿命化対策を実施し、インフラ機能の維持・確保の最適化を図っていきます。

・いかなる自然災害が起こっても、社会経済活動が機能不全に陥らないよう、「強さ」と「しなやかさ」を持った社会経済システムが必要です。
・住み慣れた地域で安心して暮らし続け、発展していくため、土木インフラのストック効果とフロー効果を最大限に発揮し、持続的な社会基盤を
形成することにより、国土強靭化と地方創生を推進します。

課題

インフラ⾧寿命化計画
（行動計画）の策定

土木インフラを取り巻くさまざまな課題

河川管理、海岸保全、治山・砂防関係

⾧寿命化対策
の実施

産業基盤
施設

生活基盤
施設

県土保全
施設
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【課題変化の要因】・八潮市道路陥没事故 (資料１)

【課題変化の要因】・第1次国土強靱化実施中期計画公表（資料２）

【課題変化の要因】・公務員の土木職員不足（資料３）

【課題変化の要因】・自然災害の激甚化（資料４）



10年間の取組の振り返りを実施

遅れている施策や新たな課題を整理(⾧寿命化 課題のフォローアップ)

フォローアップを踏まえ、「7つの具体的施策」を修正・強化

次期計画の基本方針（案）

◆計画の基本方針（案）

【基本的な考え方】
・次期計画では、第1期計画の「基本方針」と「三本の柱(取組むべき対策)」を継承することとし、その上で、
社会情勢の変化や国の新たな動向、この10年間の取組の振り返りの結果などを踏まえ、「7つの具体的施策」
における取組内容を修正・強化する。

・特に、遅れている施策や新たに浮き彫りとなった課題への対応を強化し、基本方針の実現に向け取り組む。

新たな
インフラ⾧寿命化計画

(行動計画)
【計画期間:R8年度～R17年度】

三
本
の
柱
（
取
組
む
べ
き
対
策
）

メンテナンスサイクル
の構築

財政負担の縮減および
平準化と財源の確保

適切な維持管理体制の
整備

インフラ機能の
維持･確保の最適化

土木インフラを将来
にわたり県民が安
全・安心して利用で
きるよう、機能を適
切に維持すると共に、
そのために必要とな
るコストの縮減と投
資の平準化を図るた
め最適な維持管理・
更新を実施します。

基
本
方
針

7つの具体的施策の強化・見直し
第1期計画の7つの具体的施策の枠組みを活かしながら、取組の

振り返りから見える課題や社会情勢等の変化による取組内容の強
化・見直しを行い、基本方針の実現性を高める。

継 承

修正・強化案具体的施策
データベースの構築推進、技術者の育成点検・診断等の実施1

データベースと連携した対策の実施、
災害激甚化等に対応する機能強化

維持管理･修繕･更新･耐
震化等機能強化の実施

2

予防保全型メンテナンスのより積極的な推進維持管理コストの縮
減・平準化

3

策定済み⾧寿命化計画の更新個別施設毎の⾧寿命化
計画の策定

4

引き続き、統廃合を適宜検討統廃合の検討5

技術実証フィールドの活用（鳥取大学との連
携）

新技術等の導入6

担い手確保・育成の推進、住民参画による維
持管理、市町村との協働事業化

総合的・計画的な管理の
ための体制の構築

7

現行計画の「基本方
針」と「三本の柱(取組
むべき対策)」は継承



資料１【課題変化の要因】・八潮市道路陥没事故
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資料１【課題変化の要因】・八潮市道路陥没事故



資料２【課題変化の要因】・第1次国土強靱化実施中期計画公表
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資料３【課題変化の要因】・公務員の土木職員不足
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R7.7.30開催 鳥取県建設人材緊急確保プロジェクト第1回会議資料より引用



11

国土交通省：国土強靱化５か年加速化対策事例集より

資料４【課題変化の要因】・自然災害の激甚化


